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移転価格課税に基づく更正処分取り消しについて 

 

当社グループのF&P Mfg.,Inc.（カナダ）は、カナダ税務当局より、当社との間の2000年３月期

から2001年３月期までの２年間の取引に関し移転価格課税に係る調査を受け、独立企業間価格と異

なるとの当局の判断により、更正処分の通知を受領しました。 

更正通知による更正所得金額は8,041千カナダドルであり、追徴税額を4,152千カナダドル納付し

ております。 

 

 

当社は、この処分を不服としてカナダ税務当局に異議申立てを行い、その結果、海外子会社との

間の取引価格の適正性について当社の主張が全面的に認められ、今般、更正処分の取り消しをする

旨の通知をカナダ税務当局から受領しました。 

 

 

なお、更正処分取り消し通知受領後には、追徴税額等が還付され、平成23年3月期連結当期純利

益は5,199千カナダドル（約4億円）増加する見込みとなりました。 

また、本日発表の業績予想の修正に織込んでおります。 
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